
誰もが働きやすい健康で安心・安全な職場を実現しましょう！ 
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【１】新年の御挨拶 

謹賀新年   

謹んで新年のお慶びを申し上げます。 

旧年中は、労働災害防止対策の徹底、労働者の健康確保の推進並びに長

時間労働の抑制等の取り組みを含めた労働環境の改善確保について、御理

解、御協力を賜りましたこと、厚く御礼申し上げます。 

さて、当署管内におきまして、昨年死亡労働災害は０件（令和７年 12 月

15 日時点）。休業４日以上の労働災害発生件数は 81 件（令和７年 11 月末

時点）と前年同月比２件の増加となっております。 

特に、墜落・転落災害は前年同月に比べ６件増加しています。建設業に

限らず、製造業や商業においても荷下ろし中の荷台からの転落や脚立から

の転落の発生をご報告いただいております。今一度、安全教育の中で自社

の作業手順がどのような危険の防止のために定められているのか指導いた

だき、安全作業の徹底をお願いします。 

また、令和８年４月 1 日に改正労働安全衛生法が施行され、個人事業者

を含む作業従事者の災害防止対策の強化や現在は努力義務とされている労

働者数 50 人未満の事業場へのストレスチェックの義務化等が順次求められ

ることとなりますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。 

結びになりますが、労働災害の減少（アンダー100 くまの）、労働環境の

向上、中小企業等への支援策の情報発信、労災保険の適正給付等に引き続

き取り組んでまいりますので、本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

熊野労働基準監督署 

くまの労基   
第 332 号  令和８年１月１日 発行 

ひと、くらし、みらいのために 

  熊野労働基準監督署 
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【２】一部の特定工作物について事前調査資格が限定されます。 
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